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第 １５ 号 

   熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

熊本県漁港管理条例の一部を改正する条例 

熊本県漁港管理条例（昭和３７年熊本県条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

第４条第１項中「掘さく」を「掘削」に改める。 

第１１条の２第２号中「き損」を「毀損」に改める。 

第１５条第４項ただし書中「責」を「責め」に改める。 

別表第１使用料の項中「５円１７銭」を「５円６１銭」に、「１，３３１円」を「１，

４５２円」に、「２，０１３円」を「２，２００円」に、「３，０１４円」を「３，３０

０円」に、「２３１円」を「２５３円」に、「１１０円」を「１２１円」に、「２円４２

銭」を「２円６４銭」に、「９１，４７１円」を「１００，１００円」に、「２２円７７

銭」を「２４円９７銭」に改め、同表占用料の項中「６８０円」を「７４０円」に、「９

７０円」を「１，０６０円」に、「１００円」を「１１０円」に、「１９０円」を「２１

０円」に改める。 

別表第２占用料の項中「８５円」を「９０円」に、「１６５円」を「１７５円」に、「 

３４０円」を「３６０円」に、「５５円」を「６０円」に、「６０円」を「６５円」に、

「９円」を「１０円」に、「８０円」を「８５円」に、「１４０円」を「１５０円」に、

「７３５円」を「７７５円」に、「４４０円」を「４６５円」に、「１，７７０円」を「 

１，８７０円」に、「１，０６５円」を「１，１２５円」に、「１３５円」を「１４５円」 

に、「１，３１５円」を「１，３９０円」に、「９５円」を「１００円」に、「９０円」

を「９５円」に改める。  

附則第３項を削る。 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第４条第１項、第１１条の２

第２号及び第１５条第４項ただし書の改正規定並びに附則第３項を削る改正規定は、公

布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第２の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に

係る使用料又は占用料について適用し、同日前の使用又は占用に係る使用料又は占用料

については、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

漁港の施設及び設備使用料等の算定に係る経費単価の見直し等に伴い、使用料及び占用
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料の額を改定する等の必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 


